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令和７年４月１日より、（独）水資源機構では全国の現場事務所を地域ごとに組織再編

（大括り化）し、１８の「総合管理所」となりました。

木曽川用水総合管理所は、元々、総合管理所ではありましたが、今回の組織再編

により、三重県にある「三重用水管理所」を編入するとともに、「長良導水管理

所」が木曽川用水管理所から離れて別の総合管理所（揖斐川・長良川総合管理所）

に編入されることとなりました。

これにより「木曽川用水総合管理所」は「木曽川中下流用水総合管理所」と名称

が変わることになります。

今回の組織再編（大括り化）は、近年、気候変動による異常気象・異常洪水の発

生、地震等による大規模災害の発生、施設老朽化の進行など、顕在化し増大する水

に関するリスクに対し、水資源機構としても、技術力を維持・向上させ、今後にも

活かしていく必要があること。日本社会もＩＣＴ技術の発展、人口構成の変化など、

時代は目まぐるしく変化しており、機構も、施設建設の時代から施設管理・維持・

更新の時代への組織変化と、多様性を尊重した様々な働き方への対応が求められて

いること。水資源機構は長い年月の中で管理施設が増大し、最近では、施設の老朽

化対策、事前放流の的確な実施、気象予測の精度向上に伴う操作の高度化等、行う

べき業務は増大していること。こうした中で組織の分散化・分業化が進み、人員が

各所に配置され、OJTの機会の減少や機動的な人員運用も困難になってきているこ

とを、背景・課題として取り組んだものです。

これらの課題への対応は待った無しの状況にあることから、水資源機構では、人

財育成と組織改革を車の両輪として進めるため、現場組織の総合管理所化（大括り

化）を行いました。

今後もより良い施設管理に取り組んで参りま

すので、引き続き、みなさまのご理解・ご協力

をお願いいたします。
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１２月４日（水）、滋賀県土地改良事業団体連合会（通称：水土里ネット滋賀）湖東支部にお

ける先進地視察研修の一環として、木曽川用水総合管理所を訪問されました。水土里ネット滋賀

は、琵琶湖沿岸の東近江市に本部を構え、７支部で構成された組織で、今回訪問されました湖東

支部は琵琶湖の東部に位置する彦根市を含む１市４町で業務を展開されています。

先進地視察研修は、当該地区の土地改良施設が老朽化してきていることから、他の地区におい

て老朽化してきている施設を適正に管理し、また、更新事業に着手している地区の研修を目的に

しているとのことです。

木曽川用水総合管理所で木曽川用水事業の概要と日々の施設管理について、説明しました。

当日参加いただいた役職員の方々からは、管理業務の重要性と更新事業の必要性について再確

認したとのご意見を伺いました。

概要説明の様子 操作室の説明

１１月２１日（金）に入鹿用水土地改良区の皆様（１５名）が、木曽川用水総合管理所へ視察に

訪れていただきました。

木曽川用水の事業経緯、管理方法、実際の堰等の管理方法を視察いただきました。海抜ゼロメー

トル地帯における特有の管理方法や課題について、熱心に質問をいただき、活発な意見交換の場と

なりました。

また、１１月２６日（火）川辺町木曽川右岸用水土地改良区の現地研修が開催され、岩屋ダム、

美濃加茂管理所操作室を理事長、理事、監事等の方が視察しました。

視察では、岩屋ダムにおいて概要、操作室でゲート操作方法、洪水吐ゲート本体の説明を受け、

その後、美濃加茂管理所の操作室にて取水配水管理の方法、木曽川右岸用水の水利システムの特徴、

施設や設備の老朽化について説明を行いました。

引き続き、適切な施設管理や配水管理を行ってまいります。

岩屋ダム概要説明
木曾川大堰視察
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令和７年３月２日（日）、水資源機構三重用水管理所が管理している菰野調整池（きらら湖）

周回道路等にて、第４９回菰野町駅伝大会が開催されました。

菰野町駅伝大会は、かつては菰野町内の一般公道で開催されていましたが、平成２０年度の第

３３回大会から、菰野調整池（きらら湖）を周回する現在のコースで開催されています。水機構

は、管理用道路の開放、事務所会議室を始めとする施設の提供等で協力を続けており、選手とし

ても、三重用水管理所チームとして参加を続けています。今年は、中学生男女、一般男女の４部

門で全３６チームが参加して、菰野調整池（きらら湖）を舞台に熱い戦いを繰り広げました。

大会開催までは、コースとなる管理用道路周辺の除草や、コース開放のための作業等、多くの

準備があり、菰野町と水機構で協働して作業を行い、当日に備えました。

開会式では、菰野町長が挨拶をされて、水機構が駅伝の開催に長年協力していることに触れて

いただき、協力へのお礼の言葉をいただきました。

時折小雨が降るものの、風も弱く温暖で、比較的走りやすいコンディションの中レースが始ま

りました。三重用水管理所チームは、それぞれが練習の成果を発揮し、一般男子部門で参加２３

チーム中２０位で怪我無く無事タスキを繋ぎ、フィニッシュすることが出来ました。

来年は、第５０回大会となります。節目の回数ということもあり、例年以上に盛り上がること

が期待されます。

コースの菰野調整池

（赤色がコース）

木曽川用水総合管理所では毎年、木曽川用水の水源を管理する岩屋ダム管理所、近隣事務所の木曽

川水系連絡導水路建設所の３事務所持ち回りで工事安全パトロールを実施し、安全意識の向上を図る

取り組みを実施しています。

今年度は、木曽川用水総合管理所で実施する濃尾第二施設改築事業に係る支線水路、揚水機場の改

築工事が本格化していることもあり、濃尾第二施設改築事業工事現場２件（早尾揚水機場ポンプ設備

改修工事、葛木分線送水路上流工区工事）を、三重用水管理所を加えた４事務所総勢１９名で１１月

２１日（木）に実施しました。

現地では受注者による工事概要説明や、工事現場の状況確認、そしてパトロール後には木曽川用水

総合管理所にて各工事現場に関しての意見交換を行いました。普段とは異なる視点での点検により、

木曽川用水だけでは気がつかなかった点を指摘していただくなど、今後の安全管理に向け有意義なパ

トロールとなり、参加した各事務所の機構職員並びに受注者の皆さん全員がより一層安全意識を高め

る良い機会になったと思います。

スタートの様子

パトロール状況 意見交換
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皆様からのご意見・ご感想をお待ちしています。ハガキや当管理所ホームページ「お問合せ・ご意見」からどし
どしお寄せ下さい。
また、施設見学をしてみませんか。事業の説明にも伺います。希望される方はお気軽に連絡して下さい。

このたび、４月１日付けで木曽川中下流用水総合管理所に所長外８人の管理職が着任しま

した。

所長の津曲 孝一（つまがり こういち）、事務担当副所長の髙玉 浩臣（たかたま ひろお

み）、 設備担当副所長の河島 勝也（かわしま かつや）、経理課長の梅田 弘毅（うめだ こ

うき）、工務課長の白石 真（しらいし まこと）、設備課長の井上 仁志（いのうえ ひと

し）、濃尾第二施設改築事業推進室長の桒山 敏宏（くわやま としひろ）、三重用水管理所

長の津川 春人（つがわ はるひと）弥富管理所長の溝田 博信（みぞた ひろのぶ）です。ど

うぞ、よろしくお願いいたします。

所長、両副所長、経理課長、濃尾第二施設改築事業推進室長、三重用水管理所長、弥富管

理所長は、初めての勤務となります。

設備課長は,

２回目の勤務となり、工務課長は、弥富管理所長からの異動となります。

【木曽川中下流用水総合管理所長からのご挨拶】

本年４月に木曽川中下流用水総合管理所長として着任しました津曲と申します。

冒頭でも触れましたが、この４月から木曽川用水と三重用水は、今般の組織

再編により一つの事務所となりました。

木曽川用水総合管理所は、昭和５８年度から木曽川右岸施設、木曽川大堰、

濃尾第二施設を、平成１０年度から長良導水施設の管理を行っており、岐阜

県、愛知県、三重県に農業用水、水道用水、工業用水をお送りしています。

この間、施設の老朽化に伴い、改築事業等により施設の更新事業を実施し

てきており、令和４年度からは、木曽川用水濃尾第二施設改築事業に着手し、

地盤沈下の影響及び老朽化の著しい揚水機場及び管水路の改築を実施して

います。

また、三重用水管理所は、平成５年度から三重用水施設の管理を行っており、三重県の農業用水、

水道用水、工業用水をお送りしています。

これからも、「安全で良質な水を安定して安くお届けする」という機構の経営理念を果たすため、管

理事業と改築事業を適切に実施して参りますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたしま

す。
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